
広
島
県
訓
令
第
十
号 

本 
 
 
 
 
 
 
 

庁 

地 
 

方 
 

機 
 

関 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 
 

 
 
 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一―

四 

（
略
） 

 

五 

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム 

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
文
書
等
の
収
受
、
起
案
、
決
裁
、
電
子
署
名
、

施
行
、
保
存
、
廃
棄
そ
の
他
文
書
管
理
に
関
す
る

一
連
の
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

      

六―

十
一 

（
略
） 

 

（
文
書
等
の
収
受
及
び
交
付
） 

第
十
条 

本
庁
等
に
到
着
し
た
文
書
等
は
、
文
書
取
扱

課
に
お
い
て
収
受
し
、
当
該
文
書
等
の
封
筒
に
別
記

様
式
第
十
号
に
よ
る
文
書
収
受
印
を
押
印
の
上
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
、
総
合
行
政
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
、
文
書
管
理
シ

ス
テ
ム
又
は
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
受
信
さ
れ
た
文
書

等
の
収
受
及
び
交
付
に
つ
い
て
は
受
信
の
方
法
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

 

（
文
書
等
の
庁
内
使
送
） 

第
十
四
条 

本
庁
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
文
書
等
（ 

電
子
メ
ー
ル
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
電
子
申

請
シ
ス
テ
ム
又
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
受
信

さ
れ
た
文
書
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
休
庁
日
及
び
執
務
時
間
外
を
除

き
、
総
務
課
長
が
別
に
指
定
す
る
者
が
主
務
課
又
は

総
務
課
へ
使
送
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
送

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一―
四 

（
略
） 

 

五 
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム 

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
文
書
等
の
収
受
、
起
案
、
決
裁
、
保
存
、
廃
棄

そ
の
他
文
書
管
理
に
関
す
る
一
連
の
事
務
の
処
理

を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

六 

電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム 

総
合
行
政
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
機
能
を
利
用
し
て
電
子
文
書
を
交
換
す

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
必
要
に
応
じ
て

電
子
署
名
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い

う
。 

 

七―

十
二 

（
略
） 

 

（
文
書
等
の
収
受
及
び
交
付
） 

第
十
条 

本
庁
等
に
到
着
し
た
文
書
等
は
、
文
書
取
扱

課
に
お
い
て
収
受
し
、
当
該
文
書
等
の
封
筒
に
別
記

様
式
第
十
号
に
よ
る
文
書
収
受
印
を
押
印
の
上
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
、
電
子
文
書
交

換
シ
ス
テ
ム
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
契
約

シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
等
」
と
い
う
。 

）
に
よ
り
受
信
さ
れ
た
文
書
等
の
収
受
及
び
交
付
に

つ
い
て
は
受
信
の
方
法
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

 

（
文
書
等
の
庁
内
使
送
） 

第
十
四
条 

本
庁
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
文
書
等
（ 

電
子
メ
ー
ル
、
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子

申
請
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
受
信
さ
れ
た
文
書
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
休

庁
日
及
び
執
務
時
間
外
を
除
き
、
総
務
課
長
が
別
に

指
定
す
る
者
が
主
務
課
又
は
総
務
課
へ
使
送
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
送
す
る
こ
と
が
適
当
で
な



す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
総
務
課
長
が
認
め
た
文

書
等
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
） 

第
三
十
一
条
の
二 
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
起
案 

し
、
電
子
文
書
と
し
て
文
書
等
を
施
行
す
る
場
合
で
、 

当
該
文
書
等
の
内
容
が
前
条
第
一
項
の
公
印
を
押
印

す
べ
き
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
公
印
の
押
印
に

代
え
て
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
を
付

与
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
与
す
る
と
き

は
、
当
該
文
書
等
を
総
務
局
総
務
課
の
文
書
事
務
取 

扱
主
任
（
文
書
事
務
取
扱
主
任
が
定
め
る
者
を
含
む
。 

次
項
、
次
条
及
び
第
三
十
一
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。 

）
に
提
示
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

総
務
局
総
務
課
の
文
書
事
務
取
扱
主
任
は
、
前
項

の
審
査
に
お
い
て
適
正
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署

名
の
付
与
に
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

  

（
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
） 

第
三
十
一
条
の
三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
与
す
る
と
き

は
、
当
該
文
書
等
を
総
務
局
総
務
課
又
は
次
の
各
号

に
掲
げ
る
地
方
機
関
の
課
の
文
書
事
務
取
扱
主
任
に

提
示
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

  

一―

四 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
の
電
子
署
名
） 

第
三
十
一
条
の
四 

前
二
条
に
定
め
る
シ
ス
テ
ム
以
外

の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
電
子
文
書
と
し
て
文
書
等
を
施

行
す
る
場
合
で
、
当
該
文
書
等
の
内
容
が
第
三
十
一

条
第
一
項
の
公
印
を
押
印
す
べ
き
も
の
に
該
当
し
、

か
つ
、
総
務
課
長
が
認
め
る
も
の
は
、
公
印
の
押
印

に
代
え
て
当
該
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
を
付
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
与
す
る
と
き

は
、
当
該
文
書
等
を
総
務
局
総
務
課
の
文
書
事
務
取

扱
主
任
に
提
示
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

総
務
局
総
務
課
の
文
書
事
務
取
扱
主
任
は
、
前
項

の
審
査
に
お
い
て
適
正
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署

名
の
付
与
に
必
要
な
措
置
を
行
い
、
電
子
署
名
の
付

与
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
に
必
要

な
措
置
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

第
四
十
五
条 

（
略
） 

    

い
と
総
務
課
長
が
認
め
た
文
書
等
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
） 

第
三
十
一
条
の
二 

電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

文
書
等
を
施
行
す
る
場
合
で
、
当
該
文
書
等
の
内
容

が
前
条
第
一
項
の
公
印
を
押
印
す
べ
き
も
の
に
該
当

す
る
と
き
は
、
公
印
の
押
印
に
代
え
て
電
子
文
書
交

換
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
を
付
与
す
る
も
の
と

す
る
。 

          

（
電
子
契
約
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
子
署
名
） 

第
三
十
一
条
の
三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
付
与
す
る
と
き

は
、
当
該
文
書
等
を
総
務
局
総
務
課
又
は
次
の
各
号

に
掲
げ
る
地
方
機
関
の
課
の
文
書
事
務
取
扱
主
任
（ 

文
書
事
務
取
扱
主
任
が
定
め
る
者
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
提
示
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一―

四 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

                   

第
四
十
五
条 

（
略
） 

  

（
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
る
文
書
等

の
事
務
処
理
の
取
扱
い
） 

第
四
十
六
条 

電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書 



 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     

第
四
十
六
条―
第
四
十
九
条 

（
略
） 

 

等
の
収
受
、
施
行
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
い

て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
ほ
か
、
広
島
県
電
子
文
書

交
換
シ
ス
テ
ム
取
扱
要
領
そ
の
他
の
関
係
規
程
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

第
四
十
七
条―

第
五
十
条 

（
略
） 

 
 


